
事 業 名 称 城陽市における空き家相談体制の整備と相談員育成事業 

事業主体 名 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会 

連 携 先 城陽市、京都府建築士会、京都司法書士会、京都土地家屋調査士会 

対 象 地 域 城陽市 

事業の特 徴 
・4団体による協定の締結とワンストップ相談窓口を市に設置 

・空き家相談スキルアップ研修の実施と相談員の登録 

成 果 

・「城陽市における空家等の対策に関する協定」の締結 

・空き家相談スキルアップ研修の実施（空き家研修テキストの作成） 

・城陽市空き家相談員研修の実施と相談員の登録 

成果の公表先 
テキストは、京都宅建のホームページ（「京都宅建」で検索）にて公表 

協定、相談員は、城陽市のホームページで公表 

１．事業の背景と目的 

   城陽市が実施した空き家等実態調査（H28）によると、市内には 1,030 戸の戸建て空き家が

あり、加えて、高齢者のみの世帯が急増して全世帯の 3割を占めていることから、空き家予備

軍も多いと言える。 

空き家の 8割以上は現状で、あるいは少し手を加えるだけで利活用できる状態にあるが、市

が設置している空き家バンク制度の認知度は 20％と低く、空き家所有者の 40％が利活用のた

めの情報やアドバイスを求めており、その内容は、不動産・建築・法律など様々な分野にわた

っている。 

市が平成 30 年 6 月に策定した「空家等対策計画」においても、空き家所有者の様々な不安

や悩みの相談に対応できる仕組みづくりが課題とされている。 

そこで当事業は、空き家所有者等からの多様な相談に対応する相談体制の構築とそれを支え

る相談員の育成を目的とし、城陽市及び建築士会等他団体と連携して取り組むものである。 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

 本事業での取り組みの、おおまかな流れは次のとおりである。 

図１ 取組み概要とフロー 

事業報告書（完了報告添付資料）記載様式 
別添資料３ 

①連携予定団体との事業趣旨、相談対応についての協議を経て、城陽市との協定の締結

②当協会会員向けの空き家相談員養成のための研修テキスト作成と研修会の開催 

③研修受講者の空き家相談員としての登録



図２ 空き家ステージと取組ステップでの位置付け 

                              （太枠が今年度の取組み内容） 

  城陽市における空き家相談体制の整備と、それを支える空き家相談員の育成が、本年度の取組

の柱であり、次年度から具体的な相談会の開催等の取り組みを進めるための基盤づくりを今年度

の目標とした。 

まず、城陽市と事業全体についての協議を行い、市が策定した「空家等対策計画」（平成 30 年

6 月）を実践する第一歩として、連携して取り組んでいくことを再確認した。 

参考として、城陽市の「空家等対策計画」において施策の柱の１つとして掲げられている「実

施体制構築」の部分を抜粋し、図３に示した。 

本事業での取り組みは、まさに城陽市が進めようとしていた施策に合致する内容であり、市の

全面的な協力を得ることができた。   

④城陽市での相談窓口の設置と協力団体会議による運営ルールづくり 

通常期 予備期 空き家

提案

実施

対応

相談

⑥利活用プランの提案（次年度以降）

④相談事務実施（次年度本格化）

①相談員育成・研修

②専門家連携体制構築

（相談体制の整備）

⑤相続等の相談・啓発セミナー

（次年度以降） ③相談受付窓口

開設

空き家ステージ

取組ステップ



図３ 城陽市空家等対策計画より 「実施体制構築」の取り組み           

これを踏まえて、図１、２で示したフローにより、連携を予定する関係団体への事業趣旨の説

明、相談対応等についての協議を進めた。京都府建築士会は空き家相談の実績を積んでおられ、

京都司法書士会においては空き家相談員養成の取り組みに着手されたタイミングであったこと、

京都土地家屋調査士会では所有者不明土地問題に取り組まれるところであり、いずれも積極的な

協力が得られこととなった。 

一方、空き家相談員の育成については、将来的には本協会全体としての相談員の育成を見据え

つつ、モデルケースとして城陽市の相談員の登録に取り組むことした。空き家相談員の研修内容



の検討、研修テキストの作成については、（一社）全国空き家相談士協会関西支部の全面的な協

力を得て進めることとなった。 

  事業全体の取組体制と役割分担をまとめると、表１のとおりである。 

表１ 取組体制と役割分担 

取組内容 具体的な内容 担当者（組織名） 業務内容 

①相談員

育成・研

修 

１相談員育成方法、

研修内容の検討 

（公社）京都府宅地建物

取引業協会 

・城陽市、他団体と協議し、相談

員の育成方法を検討 

（一社）全国空き家相談

士協会関西支部 

・相談員となるための研修内容に

ついて検討 

２研修テキストの作

成 

（公社）京都府宅地建物

取引業協会 

・研修テキストの内容協議、発行

（一社）全国空き家相談

士協会関西支部 

・研修テキストの内容検討、編集

３相談員研修会の開

催 

（公社）京都府宅地建物

取引業協会 

・会員一般が対象の空き家相談に

必要な基礎的知識を得るため

の研修会を開催 

・城陽市空き家相談員への登録希

望者が対象の研修会を開催 

（一社）全国空き家相談

士協会関西支部 

・研修資料の作成、研修講師の派

 遣 

京都司法書士会 ・研修資料の作成、研修講師の派

 遣 

城陽市 ・研修資料の作成、研修講師の派

 遣 

４相談員の登録 （公社）京都府宅地建物

取引業協会 

・研修を受けた相談員を登録 

城陽市 （相談員リストをホームページ

で公開）＊ 

②相談体

制 の 整

備 

１各団体との協議・

協定締結 

城陽市 ・専門家団体と協議し、相談体制

などの協力協定を締結 

２協力団体会議の運

営 

（公社）京都府宅地建物

取引業協会 

・専門家団体間での情報交換、 

相談対応ルール、体制の充実な

どを検討 

③相談受

付 窓 口

開設 

１相談窓口の開設 城陽市 ・市役所に相談窓口を開設、各種

相談の前捌きを行う 

２広報活動 城陽市 （市のホームページで相談窓口

を広報し、空き家所有者に案内

書を送付） 



＊（ ）内は、当初段階で予定していたが、次年度で取り組むこととなったもの 

 事業実施スケジュールは、表２に示すとおりである。本格的な取組みが秋以降となり、タイトな

スケジュールとなった。 

表２ 事業実施スケジュール 

（公社）京都府宅地建物

取引業協会 

（空き家所有者への案内に同封

する空き家利活用パンフレッ

トを作成） 

④相談実 

 施 

１相談対応 各専門家団体 ・市から依頼された相談案件への

対応と、経過報告 

ステップ 取組内容 具体的な内容（小項目）

平成 30 年度 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月

対応準備

① 

相談員の

育成 

１相談員育成方法検討        

２研修内容検討、研修テ

キスト・資料作成 

３研修会開催        

４相談員の登録 

② 

専門家連

携・相談

体制の整

備   

１専門家団体との協議 

２相談体制検討 

３協定の締結 

４協力団体会議 

相談 

③ 

相談窓口

開設 

１相談受付窓口の開設 

２相談 HP の開設検討 

３広報（所有者への DM）

 の検討 

④ 

相談実施

１相談対応（受付・前捌

き） 

２相談対応（各専門家団

体） 



（２）事業の取組詳細 

① 城陽市と専門家団体との連携・協定締結 

表３ 協議・検討経過（協定） 

日付 協議参加者 協議内容・結果 

９／６ 城陽市、京都宅建 事業フレーム、獲得目標、役割分担、スケジュール

などの確認、打合せ 

９／１０ 協会地域活性委員会 モデル事業の説明、取組み内容、担当、スケジュー

ルなどの確認、打合せ 

１０／２５ 協会地域活性役員会 協定内容、研修のあり方、相談員について打合せ 

１１／１ 城陽市、京都宅建 相談員制度の概要、協定内容などの打合せ 

１１／３０ 城陽市、京都宅建 連携団体との調整事項、相談員研修の内容、相談員

登録などについて打合せ 

１２／１１ 京都宅建、建築士会 モデル事業の概要説明、協力要請 

１２／１２ 城陽市、建築士会 事業趣旨説明、協定内容について打合せ 

１２／１７ 城陽市、土地家屋調査士会 事業趣旨説明、協定内容について打合せ 

１２／１９ 城陽市、京都宅建 協定内容の確認、相談員研修の日程調整、協力団体

会議について 

１２／１９ 城陽市、司法書士会 事業趣旨説明、協定内容について打合せ 

１／２９ 協定締結（司法書士会、建

築士会、京都宅建） 

城陽市と「空家等の対策に関する協定」を締結 

２／５ 同上（土地家屋調査士会）  同 上 

 ・空き家相談体制を構成する連携専門家団体は、当面、空き家相談事例の中でも関連頻度が

高いと思われる分野に絞り、京都宅建、司法書士会、建築士会、司法書士会の４団体とし

た。運用状況を見て、必要に応じて拡大していくこととするもの。 

 ・協定の内容については、「城陽市及び専門機関が相互に連携・協力して、市内の空家等が

管理不全な状態とならないよう空家等の対策を進めるとともに、流通促進・利活用等の必

要な施策を講じること」を目的とし、空き家等の所有者等からの相談内容に応じて各団体

が対応する協力内容については、次のとおりとした。 

宅 建 業 協 会：空き家等の売買等に関する相談への対応 

建 築 士 会：空き家の状態や改修等に関する相談への対応 

司 法 書 士 会：空き家の相続に係る法律及び登記に関する相談への対応 

土地家屋調査士会：空き家等の不動産表示に関する登記及び敷地の境界確認に関する相

談への対応 

② 研修テキストの作成と研修会の開催 

  表４ 協議・検討経過（研修） 

日付 協議参加者 協議内容・結果 

１１／１６ 協会地域活性役員会 研修内容検討、（一社）空き家相談士協会への協力

要請を決める 

１１／２０ 空き家相談士協会、京都宅

建 

研修趣旨説明、研修内容、研修テキスト作成委託内

容打合せ、スケジュール確認 



１１／２７ 協会地域活性委員会 研修内容、研修会日程・会場検討 →基礎研修と相

談員登録研修の２本立てとする 

１２／１９ 司法書士会、京都宅建 城陽市空き家相談員研修の趣旨説明、相続問題をテ

ーマに講師派遣依頼 

１／１１ 空き家相談士協会、京都宅

建 

研修会資料内容打合せ、研修テキスト構成確認、講

師派遣依頼 

１／１１ 城陽市空き家相談員の募集・研修会の案内、申込み受付（～2/7） 

１／１５ 空き家相談スキルアップ研修会（京都会場）の案内、申込み受付(～2/7) 

１／２４ 同 上 （福知山会場）の案内、申込み受付（～2/25） 

２／１５ 空き家相談スキルアップ研修会開催（京都会場：キャンパスプラザ京都） 

２／２２ 城陽市空き家相談員説明・研修会開催（城陽市：文化パルク城陽） 

２／２５ 空き家相談スキルアップ研修会開催（福知山会場：ル・クレア） 

テキスト：（一社）空き家相談士協会関西支部の協力により、空き家相談に携わる者が備え

ておくべき空き家に関する基礎的知識及び空き家相談の基本的事項等をとりま

とめることとした。 

  研 修 会：当協会会員の空き家相談スキルの向上を図る基礎研修（スキルアップ研修）と、

城陽市の空き家相談員への登録研修の 2本立てとし、基礎研修は京都会場と北部

会場で開催し、登録研修は第六支部会員（南部 12 市町村域）を対象に城陽市内

で実施することとした。 

  講  師：スキルアップ研修は、（一社）空き家相談士協会関西支部に依頼し、城陽市相談

員説明・研修は、城陽市職員及び京都司法書士会に依頼することとした。 

講演資料：パワーポイントを使って資料を作成いただき、プロジェクターで映写すること基

本とし、原則同じ資料を印刷して配付した。パワーポイントを使わない場合は、

レジュメを印刷することとした。 

③ 城陽市空き家相談員登録 

  表５ 協議・検討経過（相談員制度）    

  日付   協議参加者         協議内容・結果 

１１／５ 協会第六支部執行部会 相談員の要件、役割りなどについて検討 

１２／６ 協会第六支部執行部会 相談員研修の内容、日程・会場などについて検討 

１２／１９ 城陽市、京都宅建 相談員の要件、役割り、募集時期などについて打合

せ。講師派遣依頼 

１／２９ 城陽市、京都宅建 登録事務、更新研修などについて打合せ 

相談員の要件：ア 京都宅建第六支部の会員又は従業者（従業者登録されていること）で、 

           宅地建物取引士であること 

         イ 空き家相談スキルアップ研修（京都会場又は福知山会場）並びに城陽市

空き家相談員説明・研修の両方を受講していること 

ウ 登録できるのは１事業者から１名とすること 

エ 相談員としての資質向上のため、協会が指定する研修等を受講すること 

相談員の役割：ア 市の相談窓口が受け付けた相談案件のうち、協会に対応依頼がある空き 



家の利活用（賃貸、売買）等に関する相談への対応（輪番制） 

         イ 市等が開催する空き家相談会へ協会が派遣する相談員として相談対応

（希望者を募集） 

         ウ 相談対応に当たっては、相談者に寄り添い適切な助言を行い、結果報告 

を行うこと 

登録手続き等：ア 募集期間は平成 31 年 1 月 11 日から 2月 7日までとし、研修会の受講申

込を兼ねる。 

       イ 提出書類等の詳細については、相談員説明・研修会（2/22）に説明する。 

       ウ 登録は、毎度更新とする。ただし、初年度登録は 2020 年 3 月末まで有

効とし、2019 年度の新規募集は行わない。 

       エ 相談員リストを作成し、城陽市のホームページに掲載する予定 

図４ 相談体制のイメージ          図５ 相談員募集の案内 

 ④ 相談窓口の設置と運営ルールづくり 

  表６ 協議・検討経過（相談窓口）    

  日付   協議参加者         協議内容・結果 

１／２９ 城陽市、協定団体 相談対応の大枠について打合せ 

２／１５ 城陽市、京都宅建 相談窓口の広報について打合せ 

２／２２ 城陽市、京都宅建 当面の対応について協議 

 ・相談窓口は、市民にとって日常的になじみがあり、信頼感がある城陽市役所に置くこととし、 

空き家対策に関係する 12 課を束ねる「都市整備部地域整備課」に窓口を一本化する。 

  ・相談を受け付けた場合、地域整備課は相談内容を大まかに整理し、関係する部局に連絡する



とともに、連携する専門家団体に相談を振り分ける。いわゆる「相談のトリアージ」には経

験が必要なため、相談趣旨が不明瞭な相談の場合は、必要以上に窓口で悩まずに、京都宅建

又は司法書士会に引き継ぐこととする。 

・協定の締結により一応の相談体制が整うが、運営ルールなどについて協定団体による「協力

者会議」で検討協議を進めることとした。 

・正式な制度発足の公表時期は 4月以降とし、それまでに個別の相談があった場合には、各団

体が従来のやり方で対応することとした。

（３）成 果 

① 「城陽市における空家等の対策に関する協定」の締結    

平成 31 年 1 月 29 日（火）１０：００～１１：００、城陽市役所において協定調印式が開催

され、協定書への署名が行われた。 

 出席者：城陽市長、（公社）京都府宅地建物取引業協会会長、同第六支部支部長、（一社）京

都府建築士会副会長、京都司法書士会会長 

   なお、京都土地家屋調査士会との協定は、2月 5日に締結された。 

写真１ 協定調印式      写真２ 署名の様子      図６  協定書  

② 研修テキストの作成と研修会の開催 

１）「空き家研修テキスト」 

  A４版、カラー、96 ページ、7章立ての構成で、空き家相談に携わる者が備えておくべき

空き家問題に関する基礎的知識、空き家相談の基本的事項などをまとめたもの。 

  当初、50 ページ程度を想定していたが、今後の本協会での活用、空き家相談研修全体の研

修内容、資料構成などを検討する過程で、内容を 

 大幅に充実し、空き家の現状から相談員の心構え、    図７ 研修テキスト表紙

利活用までを網羅した。  

作成部数は、次年度以降の研修での活用も考 

慮し、500 部とした。    

章構成は次のとおり。                    

Ⅰ）空き家の現状  

Ⅱ）国・地方自治体の取組                

Ⅲ）空き家に関する基礎知識 

   Ⅳ）空き家相談    

Ⅴ）空き家の予防       

Ⅵ）空き家管理 

Ⅶ）空き家の利活用等              



図８ 研修テキストもくじ 

２）空き家相談スキルアップ研修会の開催 

○京都会場 

日  時：平成 31 年 2 月 15 日（金）１３：３０～１６：００ 

   会  場：キャンパスプラザ京都 ５階 第１講義室 

   研修内容：「空き家の現状とリスク」 

  講師 （一社）全国空き家相談士協会関西支部 理事 柳田 基浩 氏 

        「空き家相談・利活用と課題」 

講師 （一社）全国空き家相談士協会   専務理事 井上 誠二 氏 

   参 加 者：本協会会員・従業者１４８、他団体１、行政職員１  計１５０人 

   配付資料：空き家研修テキスト、資料１「空き家の現状とリスク」、資料２「空き家相

談・利活用と課題」 

写真３  空き家相談スキルアップ研修（京都会場） 



図９ 資料 1より 空き家の立地と経済価値  図 10 資料 2より 空き家相談の位置付け

図 11 資料 2より 空き家利活用の事例 

○福知山会場 

日  時：平成 31 年 2 月 25 日（月）１３：００～１５：３０ 

   会  場：ル・クレア  

   研修内容：「空き家の現状とリスク」  

講師 （一社）全国空き家相談士協会関西支部 理事 柳田 基浩 氏 

        「空き家相談・利活用と課題」 

講師 （一社）全国空き家相談士協会   専務理事 井上 誠二 氏 

   参 加 者：本協会会員・従業者５３、他団体１、行政職員１６  計７０人 

     配付資料：空き家研修テキスト、資料１「空き家の現状とリスク」、資料２「空き家相 

          談・利活用と課題」 



写真４ 空き家相談スキルアップ研修（福知山会場） 

  ３）城陽市空き家相談員説明・研修会 

    日  時：平成 31 年 2 月 22 日（金）１４：００～１５：３０ 

    場  所：文化パルク城陽 4 階 大会議室 

    研修内容：「城陽市における空き家対策、相談体制について」   講師 城陽市職員 

         「空き家に係る相続問題 ～事例と対策～」 

講師 京都司法書士会 内田 光人 氏 

    参 加 者：本協会第六支部会員・従業者 ３７人 

         （空き家相談スキルアップ研修を受講し、城陽市空き家相談員への登録希望者） 

    配付資料：資料１「城陽市における空家の現状及び取り組みについて」、資料２「空き家

の活用と相続の問題」 

写真５ 城陽市空き家相談員説明・研修会

図 12 資料 1より 城陽市空き家バンク補助金       図 13 資料 2 表紙 



 ４）研修ビデオの作成 

   ・研修を申し込んでいたが止むを得ない事情により受講できなかった者への対応、広く一般

会員への研修機会の提供、あるいは、次年度以降の遠隔地会員などを対象とした WEB 研修

への対応などを想定し、「空き家相談スキルアップ研修」の京都会場において、研修状況

をビデオ撮影した。 

   ・視聴し易いよう、各講義内容を 20 分程度ずつに分割している。画面は、パワーポイント

画像をメインとし、右下に講 

師による講演画像を配した。     図 14 研修ビデオ画面（YOU TUBE）

視聴者は、パワーポイント資 

料を見ながら講師の講演を聴 

くという形となる。        

   ・当面は、会員専用ページで公 

開することとしている。 

   ・「空き家の現状とリスク」 

２分割：約 45 分 

「空き家相談・利活用と課題」 

４分割：約 63 分 

③ 城陽市空き家相談員の登録 

  ・空き家相談基礎講座としての「スキルアップ研修」と、地域状況・制度の把握と特定テーマ 

を深堀りする「城陽市空き家相談員説明・研修会」の両方を受講した３７人のうち、登録要 

件を満たした２９名から登録申請書を提出していただいた（2月 2８日現在）。 

  ・相談員リストは、城陽市のホームページでの公開を予定 

図 15 空き家相談員登録申請書         図 16 誓約書及び承諾書 



④ 相談窓口の設置と運営ルール 

  ・城陽市地域整備課を空き家相談の窓口として一本化することができた。 

  ・市が受付した相談案件は、一定の整理をして関係する専門家団体に対応依頼される。 

  ・当面、各団体の従来からの相談対応に委ね、運営ルールは継続検討していくこととなった。 

３．評価と課題 

① 協定 

 ・4 団体との協定が成立し、一応の体制が整った。 

 ・協定の内容については特段目新しいものではないが、各団体の組織事情、取組状況の差 

  を乗り越えて、連携していく足固めができたことは大きな成果と言える。 

・年内の締結予定が遅れたため、相談体制の整備に留まり、その他の施策の具体化が課題 

② 研修会とテキスト 

・各研修会で実施した研修内容（講義）に関するアンケートの結果は、表７ アンケート結果

に示すとおり、概ね好評であった。 

 ・研修の対象者は基本的に本協会員としており、他団体等には積極的な参加案内を行わなかっ

たが、「空き家相談スキルアップ研修」に他団体から２名、行政から１６名の参加があった。 

 ・空き家相談研修のノウハウを概ね獲得できたので、今後の展開への予算確保が課題 

・空き家相談に関係する基礎的知識を修得できる内容のテキストを作成することができた。 

・研修状況を収録した研修ビデオを制作し、視聴しやすいように分割編集した。 

・テキスト内容の適時更新と欠席者向けに撮影したビデオの WEB 研修での活用が課題 

表７ アンケート結果 

 空き家相談スキルアッ

プ研修（京都会場） 

空き家相談スキルアッ

プ研修（福知山会場） 

城陽市空き家相談員説

明・研修会 

満足   ５１  ８６ 

（７５％）

  ２１  ３８ 

（７３％）

  １１  ２１ 

（８１％）やや満足   ３５   １７   １０

どちらでもない   １９ （１７％）   １１ （２１％）    ４ （１５％）

やや不満    ６   ９ 

（ ８％）

   ２   ３ 

（ ６％）

   ０   １ 

（ ４％） 不満    ３    １    １

回答数 計  １１４   ５２   ２６ 

（受講者数）    （１５０人）    （ ６９人）    （ ３７人） 

③ 相談員の登録 

・２９名の登録があり、城陽市の空き家相談員としては十分な数の相談員を確保できた。 

 ・相談員の制度設計の検討過程では、「ボランティアとビジネスの狭間でモチベーションをど

う確保するか？」、「公平性を保つための情報公開のあり方」、「登録要件としてどの程度のハ

ードルが適当か？」など、様々な意見があったが、一応のモデルができた。 

・今回の城陽市での取り組みは、相談員の研修から登録までのモデル的ケーススタディであっ

たが、今後は当協会全体の制度への脱皮が課題 

・その際、既存の空き家バンク協力業者として登録されている者との役割分担について整理す

る必要がある。空き家相談員は専ら相談に対応する「宅建士」であり、人に着目しており、 



 空き家バンク協力業者は主としてマッチング後の契約業務などを担う事業者（会社）に着目

している違いがあるが、重なる部分もあるため検討を要する。 

 ・また、制度化に当たっての検討事項としては、空き家相談員の登録先をどうするかという点

がある。今回は当協会への登録としたが、当該市町への登録とすることも十分に考えられる。 

 ・さらに、継続的研修の実施が必要であり、知識だけではなく、接遇も含めたより良い応対や

態度についても研修課題となってくる。 

 ・各団体での研修に相互に講師派遣することや、各団体の空き家相談担当者同士が経験に基づ

き、空き家相談の課題等について意見交換するような企画も必要と思われる。 

④ 相談窓口の設置と運営ルールづくり 

・城陽市の総合窓口の設置に加えて、本協会としても相談員の登録により、一応の相談対応の

態勢づくりができた。 

・協定締結に向けての協議を通して、各団体にはそれぞれ相談対応のやり方があり、直ちに統

一的なルール化や標準化は困難であることが判明したことから、各団体の事情を考慮しつつ、

緩やかなルールづくりに取り組んでいくということで、足並みが揃った。 

・各団体での経験等を情報交換する「協力団体会議」の定期的開催と運営ルールの具体協議が

課題 

４．今後の展開 

① 連携型協定の他市町への展開

・当協会と「空き家バンクの運営に関する協定」を締結している市町は、平成３１年２月現在

で８市町あるが、空き家対策全般にわたる複数団体連携型の協定については、今回の城陽市

を加えて４市町となったところである。今後の動向としては、総合型、連携型の協定に移行

していくのではないかと考えられる。 

・どの市町の空き家バンクにおいても、移住希望者数に比べて登録物件数が不足しており、登

録物件の録物件の確保が課題となっている。空き家所有者等に空き家の利活用に踏み切って

もらうためには、それぞれが抱える様々な不安や悩みに応える必要があり、相談体制づくり

の第一歩として総合・連携型の協定が有効である。 

  ・北部地域の市町においては、当協会との協定の事例は少なく、有志による僚力の基に市町が

空き家バンクを運営している例が多い。今後、新規に取り組む市町に加えて、こうした市町

にも本事業で得られた成果を紹介し、新たな協定の締結に繋げていきたい。 

② 空き家相談員研修・登録の制度化 

・今後の展開は３点あり、１つは（A）城陽市空き家相談員に登録された者に対する更新研修

（既存拡充）、2つ目は（B）他の市町でも空き家相談員を登録する取組み（新規拡大）、最後

は（C）当協会全体としての制度化（協会認定）である。 

  ・（A）については、連携団体からの講師派遣の協力も得ながら、個別のテーマを取り上げると 

ともに、地域性のある研修内容が考えられる。 

  ・（B）については、上記①で述べたように市町に働きかけ、それぞれの空き家バンクの活用に

つながるよう、城陽市での例にならい取り組んでいくことになる。 

  ・（C）については、城陽市での相談員制度がベースとなるものと考えられるが、例えば、京都

市の制度として定着しており、当協会員から１７０名以上が登録している「京都市地域の空

き家相談員」の取り扱いについても検討する必要がある。 



・制度を維持していくための継続的な研修の実施には、予算の確保が不可欠であり、社会貢献

委員会（地域活性）において検討していくこととしている。 

③ 相談実務の実施と充実 

・本格的な相談実務の実施は 4月以降となり、市民への相談体制整備のお知らせも４月以降と 

された。 

  ・市民へのお知らせは、市のホームページ、広報誌への掲載、チラシの配付などによることと

し、相談制度がスタートしたこと、制度の概要、窓口の案内、相談申込みの方法、相談内容

に応じて対応する連携専門家団体の紹介などを内容として作成する。また、固定資産税の納

付案内に同封することも検討する。 

  ・次年度は、市及び協力団体が連携して空き家相談会の開催に取り組む予定であり、年間 2回

程度の開催を想定している。会場は城陽市内とし、事前申し込み制をとることで、相談内容

の把握と対応準備を図りたいと考えている。 

  ・一方、協力団体会議による運営ルールづくりについては、まず、各団体での相談対応の現状 

についての情報交換から始め、共通の課題などについて検討していくこととする。また、協 

力団体会議の定例化を目指し、年間 4回程度の開催を提案していきたい。 

・相談実務の本格化に向け、共通の相談内容報告書様式の作成など、できるところからルール 

作りに着手していく。 

【研修ビデオ you tube の URL】 

  空き家の現状とリスク Part01       https://www.youtube.com/watch?v=zcqGKb-uKRg
  空き家の現状とリスク Part02        https://www.youtube.com/watch?v=f37ZUUxZe7c
    空き家相談・利活用と課題 Part01    https://www.youtube.com/watch?v=-Rpmu-Wl90k

空き家相談・利活用と課題 Part02    https://www.youtube.com/watch?v=rOfn0gKkO00
空き家相談・利活用と課題 Part03    https://www.youtube.com/watch?v=msB45CuJ5Qo
空き家相談・利活用と課題 Part04    https://www.youtube.com/watch?v=tC1wKUda0Ow
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